
2024.10.06改定

明善中学避難所運営委員会
（業務内容は左と同じため省略）

班名 業務内容 対応する連合組織 班名 対応する連合組織

会長 会務の総括 地区町会連合長 会長 地区町会連合副会長

副会長 会長補佐および代行 防災・防犯部会長 副会長 福祉部会長

活動班　 活動班　

明善中学では、町会単位で活動班を決め、各班の業務内容・対応方法を、 地区公民館では、専門部の一部を活動班に振り向け

町会長中心に継続的に検討し、訓練する。町会長交代時も役割を確実に引き継ぐ。 公民館職員にスタッフとして臨機応変に対応してもらう。

専門部の一部を総務班スタッフに振りむける。 担当専門部長は交代時に役割を確実に引き継ぐ

※避難所担当職員2名 ※避難所担当職員２名

市災害対策本部との調整 正 地区町会連合会長 正 地区町会連合副会長

避難所レイアウトの設定・変更 副 防災・防犯部会長 副 福祉部会長

資器材や備蓄品の確保 副 地区町会連合会計 副 民生委員協議会長

苦情相談窓口 各町会長、監事 民生委員

運営委員会事務局 防災・防犯部正副会長 （地域づくりセンター長）

地域との連携 安協支部長・副支部長 地区公民館長/（公民館主事）

女性視点・子育て視点での改善 スポーツ正・副部長 福祉ひろばコーディネーター

育成正・副部長 生活支援員/(公民館職員）

主任児童委員 （地区担当保健師）

1 避難者管理（名簿作成他） 正 第　　７　町会会長 正 文化広報部会長

取材対応 副 第　　７　町会副会長 副 文化広報部副会長

ペットに関すること(衛生より） 副 第　　７　町会会計 公民館職員

※避難者名簿作成は、各町会へ依頼する

2 情報収集・情報発信 正 第　　２　町会会長

情報伝達 副 第　　２　町会副会長

スマホ用給電スポット設営 副 第　　２　町会会計 ⇒避難者管理班に統合

3 物資の調達 正 第　　３　町会会長 正 福祉部会長

物資の管理・配布 副 第　　３　町会副会長 副 福祉部副会長

避難所の安全確認と
危険箇所対応

副 第　　３　町会会計

防火・防犯

4 ゴミに関すること 正 第　　４　町会会長 正 環境衛生協議会長

風呂に関すること 副 第　　４　町会副会長 副 環境衛生協議副会長

トイレに関すること 副 第　　４　町会会計 公民館職員

掃除に関すること

衛生管理に関すること

生活用水の確保

※ルールを作って実際の実務は居住組毎の当番制等を決め運用する。

5 食料の調達・配布 正 第　　５　町会会長

飲料の調達・配布 副 第　　５　町会副会長

副 第　　５　町会会計 ⇒物資・施設管理班に統合

6 医療・介護活動 正 第　　６　町会会長

コロナ・発熱対応（消毒含む） 副 第　　６　町会副会長

副 第　　６　町会会計 ⇒総務班に統合

　

※協力頂ける看護師等(介護士含）事前調査 ※協力頂ける看護師等(介護士含）事前調査

7 受け入れ・調整 正 第　　１　町会会長 ボランティア班 ー 特に設けない（明善中にて対応）

(ボランティア受入前は総務支援） 副 第　　１　町会副会長

副 第　　１　町会会計

　　

１）民生委員は地区公民館、主任児童委員は明善中学に割り振るが、自宅避難者を含む各担当該当者の対応を優先する。

２）避難所が、明善中と地区公民館の両方に開設された場合を想定し、役割が重複しないよう、活動班を割付ける。

３）活動班の正・副は、本人が自宅避難でも、避難所開設とともに各避難所にて任務を遂行する。

４）各町会の自主防災組織は、一時避難所から２次避難所（明善中学）への避難完了により、初期の任務を終えるので、その後は、避難所の活動班に移行する。

５）全体の指示系統は、別紙組織図による。

物資・食事班

松原地区避難所運営委員会（地区公民館含む）　

地区公民館（要支援者避難場所）避難所運営委員会

総務班 総務班

◆大規模災害時は、地区公民館は明善中学の居住組(分室）として扱い明善中学の活動班のサポートを受ける。
　地区公民館の活動班は下記４つの班に集約する。
　明善中学の避難所運営委員会には、地区公民館代表(会長・副会長）が出席し、明善中学活動班のサポートが受けられるよう情報発信する。
◆避難指示等で、地区公民館のみ避難所開設の場合は、市職員で対応する。

救護・要援護者班 （救護・要援護者班）

ボランティア班

※配布には要支援者を連れてきた人に
も手伝ってもらう

衛生班 衛生班

食事・炊き出班 （食事・炊き出班）

避難者管理班
避難者管理・
情報広報班

情報広報班 （情報広報班）

物資・施設
管理班
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